
１ 子ども・子育て支援新制度施行後の経過措置に係る取扱いについて 

 国において，子ども・子育て支援新制度移行後５年を目途として，施行の状況を勘案し，法律の規定について検討を加え，所要の措

置を講ずるとされていたところ，平成３０年１０月９日に開催された第３７回子ども・子育て会議において方向性が示されたため，本

市の対応方針を検討する必要がある。 

  また，本市で独自に設けている経過措置についても，平成３１年度末に経過措置期間の終了を迎えることから対応方針を検討する必

要がある。 

 国基準に基づき本市条例で定めている経過措置（以下の①～⑤はすべて「従うべき基準」） 

項目 内容 国の方向性 本市の対応方針案及び状況

①みなし幼保連携

型認定こども園等

における職員配置

に関する経過措置

新制度施行日の前日（平成２７年３月

３１日）時点において幼保連携型認定

こども園であった施設の職員配置につ

いては，従前の基準（３～５歳児に係

る職員配置基準については３５：１）

によることができる。

経過措置は延長しない（当

初予定どおり平成３１年度

末をもって終了）

当該基準は「従うべき基準」であり，本市

で国基準を下回る独自基準を設けることは

許容されないため，国基準どおりの対応と

する（経過措置は延長しない）。

なお，本市では，みなし認可による幼保連

携型認定こども園が１箇所あるが，経過措

置を適用しなくとも職員が充足している。

②地域型保育事業

（居宅訪問型事業

を除く）における

食事の提供に係る

経過措置

新制度施行日の前日（平成２７年３月

３１日）時点で保育事業を営んでいた

者が，制度施行後に家庭的保育事業等

の認可を得た場合，以下の経過措置が

適用される。（経過措置を適用している

事業所は公定価格が減算される。）

・自園調理以外による食事の提供が可

・調理設備を設置しなくても可

・調理員を配置しなくても可

・小規模保育事業所と事業

所内保育事業については，

経過措置は延長しない（当

初予定どおり平成３１年度

末をもって終了）

【参考】

家庭的保育事業については

経過措置期間延長済み（平

成３６年度末まで）

当該基準は「従うべき基準」であり，本市

で国基準を下回る独自基準を設けることは

許容されないため，国基準どおりの対応と

する（経過措置は延長しない）。

なお，新制度施行時においては当該経過措

置により認可した事業所が３箇所あった

が，現在適用している事業所はない。

資料３



③地域型保育事業

（居宅訪問型事業

を除く）における

連携施設に関する

経過措置

連携施設の確保が著しく困難な場合，

一定の要件のもとで連携施設を確保し

ないことができる。

経過措置期間を平成３６年

度末まで５年間延長する。

※平成３０年１２月２５日

に対応方針に係る閣議決定

が行われている。

現在，１事業者を除き，①集団保育の提供・

②代替保育の提供・③３歳児受入れの３要

件すべてを満たす連携施設を確保できてい

ることから，経過措置を延長しない（経過

措置は３１度末をもって終了）。

④小規模保育事業

Ｂ型等に係る経過

措置（保育従事者

の資格）

小規模保育事業Ｂ型及び事業所内保育

事業の保育従事者については，子育て

支援員（市町村長が認める研修修了者）

であることが原則であるが，家庭的保

育者及び家庭的保育補助者についても

保育従事者とみなすことができる。

経過措置は延長しない（当

初予定どおり平成３１年度

末をもって終了）

当該基準は「従うべき基準」であり，本市

で国基準を下回る独自基準を設けることは

許容されないため，国基準どおりの対応と

する（経過措置は延長しない）。

なお，現在経過措置の適用を受けた保育従

事者を活用している小規模保育事業（小規

模型事業所内保育事業を含む）Ｂ型はない。

⑤小規模保育事業

Ｃ型に係る経過措

置（定員上限） 

小規模保育事業Ｃ型の利用定員につい

て，「６人以上１０人以下」であるとこ

ろを「６人以上１５人以下」とするこ

とができる。

経過措置は延長しない（当

初予定どおり平成３１年度

末をもって終了）

当該基準は「従うべき基準」であり，本市

で国基準を下回る独自基準を設けることは

許容されないため，国基準どおりの対応と

する（経過措置は延長しない）。

なお，新制度施行時において当該経過措置

を適用して認可した小規模保育事業Ｃ型が

３箇所あったが，来年度にはすべてＡ型に

移行する予定である。



 本市で独自に定めている経過措置（現行の経過措置期間は，いずれも平成３１年度末まで） 

項目 本市独自基準の内容 国基準の内容 本市の状況及び対応方針案

①家庭的保育

事業及び小規

模保育事業Ｃ

型に係る耐火

に関する経過

措置

平成２７年３月３１日時点において昼間

里親等を運営していた事業者について

は，２階に保育室を設ける場合であって

も，耐火基準・防災設備等の設置に関す

る基準を適用しない。ただし，消防機関

に通報する火災報知設備の設置を義務付

ける。

－ 経過措置を適用していた２箇所の

小規模保育事業Ｃ型については，

建替え又は移転したことにより，

現在適用事業所はないことから，

当該経過措置は延長しない。

②保育士配置

に関する経過

措置（配置人

数）

原則として開園時間帯を通じて常時２名

の保育士を配置する必要があるところ，

朝夕等児童数が少なくなる時間帯（年齢

別配置基準から算出した必要職員数が１

名となる時間帯）については，保育士１

名に加えて子育て支援員研修修了者１名

での対応も可とする。

なお，当該措置の適用期間については，

本市独自基準により平成３１年度末まで

としている。

左記と同様。

ただし，具体的な経過措置期間は設けら

れていない。

本市において当該経過措置を活用

している施設は１０箇園，当該特

例による従事職員は１８人となっ

ており，経過措置を直ちに終了す

るとこれらの施設の保育に影響が

生じる。保育の担い手の確保が依

然厳しい状況にあることを踏ま

え，経過措置の延長の必要性につ

いて検討していく必要がある。



③保育園（所）

における保育

士配置に関す

る経過措置（代

替職員）

原則として保育士資格を有しているもの

でなければ保育園（所）の保育士数にカ

ウントできないところ，子育て支援員研

修を修了した幼稚園教諭・小学校教諭・

養護教諭について，保育士の代替職員と

して活用できる（ただし，この特例を活

用する場合であっても，「年齢別配置基準

上必要となる保育士数＋公定価格上必要

となる保育士数」の２／３を超えた保育

士の配置が必要）

※認定こども園についても同様の趣旨の

規定あり。

なお，当該措置の適用期間については，

本市独自基準により平成３１年度末まで

としている。

・原則として保育士資格を有しているも

のでなければ保育園（所）の保育士数に

カウントできないところ，幼稚園教諭・

小学校教諭・養護教諭について，保育士

の代替職員として活用できる（ただし，

この特例を活用する場合であっても，年

齢別配置基準上必要となる保育士数の

２／３を超えた保育士の配置が必要）

※認定こども園についても同様の趣旨

の規定あり。

・具体的な経過措置期間は設けられてい

ない。

本市において当該経過措置を活用

している施設は１２箇園，当該特

例による従事職員は１３人となっ

ており，経過措置を直ちに終了す

るとこれらの施設の保育に影響が

生じる。保育の担い手の確保が依

然厳しい状況にあることを踏ま

え，経過措置の延長の必要性につ

いて検討していく必要がある。



 その他（法律等に従うこととなり，本市における対応方針の検討が不要な経過措置） 

項目 内容 国の方向性及び状況

①幼保連携型認定こども園

における保育教諭の資格特

例 

②幼保連携型認定こども園

における保育教諭の幼稚園

免許状及び保育士資格取得

の特例

①幼保連携型認定こども園には，

幼稚園教諭免許状と保育士資格

の両方を有する保育教諭を置か

なければならないが，幼稚園教諭

免許状又は保育士資格のいずれ

かの保有で可とする。 

②幼稚園教諭免許状又は保育士

資格を保有している者について，

一定期間以上の勤務経験を条件

に，保育士資格又は幼稚園教諭免

許状取得に必要な試験科目等を

軽減する。 

・経過措置期間を平成３６年度末まで５年間延長する。

※平成３０年１２月２５日に対応方針に係る閣議決定が行われて

いる。

・平成３０年度の全国の状況

資格・免許の保有状

況 

人数 割合 

両方保有 90,647 人 90.4％

幼稚園教諭のみ 2,274 人 2.3％

保育士のみ 7,386 人 7.4％

総数 100,307 人 100.0％

 ※H30.4.1 現在の幼保連携型認定こども園：4,409 施設

③幼保連携型認定こども園

における保健師，看護師，准

看護師のみなし保育教諭の

特例 

４人以上の乳児が利用する幼保

連携型認定こども園に勤務する

保健師，看護師又は准看護師を，

１人に限って保育士とみなすこ

とができる。

・経過措置期間を平成３６年度末まで５年間延長する。

・平成３０年度の全国の状況

資格区分 園数 割合

保健師 22 園 0.5％

看護師 759 園 17.2％

准看護師 213 園 4.8％

合計 994 園 22.5％

※H30.4.1 現在の幼保連携型認定こども園：4,409 施設



④新制度施行時点で市町村

が定める利用者負担額より

も低い保育料を設定してい

た私立幼稚園，認定こども園

の利用料に係る経過措置

新制度施行（平成２７年４月１

日）時点で，市町村が定める利用

者負担額よりも低い保育料等を

設定している私立幼稚園・認定こ

ども園については，一定の要件の

もとで引き続き低い利用者負担

額で徴収することを認める。

幼児教育・保育の無償化実施に伴い，当該特例措置は不要となる。

⑤みなし幼保連携型認定こ

ども園における施設長に係

る経過措置 

新制度施行日の前日（平成２７年

３月３１日）時点において幼保連

携型認定こども園であった施設

のうち，施行前の幼保連携型認定

こども園を構成する幼稚園及び

保育所それぞれに施設長を配置

しており，かつ，現にそのいずれ

も配置している場合に５年を限

度として，必要な人件費等を給付

する。

経過措置は延長しない（当初予定どおり平成３１年度末をもって終

了）



２ 平成３０年の地方からの提案等に関する対応方針に係る閣議決定について 

  平成３０年１２月２５日に，平成３０年の地方からの提案等に関する対応方針に係る閣議決定が行われたことから，国の対応方針を

踏まえて，本市の対応方針を検討する必要がある。

 国の対応方針が決定しているもの 

項目 内容 国の対応方針 本市の対応方針案及び状況

①地域型保育事業（居宅訪問

型事業を除く）における連携

施設に関する経過措置

連携施設の確保が著しく困難な

場合，一定の要件のもとで連携施

設を確保しないことができる。

経過措置期間を平成３６年度末

まで５年間延長する。

現在，１事業者を除き，①集団保

育の提供・②代替保育の提供・③

３歳児受入れの３要件すべてを

満たす連携施設を確保できてい

ることから，経過措置を延長しな

い（経過措置は３１度末をもって

終了）。

②幼保連携型認定こども園

における保育教諭の資格特

例 

③幼保連携型認定こども園

における保育教諭の幼稚園

免許状及び保育士資格取得

の特例

②幼保連携型認定こども園には，

幼稚園教諭免許状と保育士資格

の両方を有する保育教諭を置か

なければならないが，幼稚園教諭

免許状又は保育士資格のいずれ

かの保有で可とする。 

③幼稚園教諭免許状又は保育士

資格を保有している者について，

一定期間以上の勤務経験を条件

に，保育士資格又は幼稚園教諭免

許状取得に必要な試験科目等を

軽減する。 

経過措置期間を平成３６年度末

まで５年間延長する。

―

（法律に従うこととなり，本市に

裁量はない）



 平成３０年度中に国の対応方針が通知されるもの 

項目 内容 本市の対応方針案

①お盆や年末年始等に，近隣

の保育所等が連携した共同

保育の実施を可能とする。

保育士・事業者の負担軽減のた

め，近隣の保育所等が連携し，１

箇所の保育所等で保育を行う共

同保育については，お盆や年末年

始など，保育園（所）等の利用児

童が少ない場合に実施が可能で

あることを明確化する。

平成２８年７月に保育施設・事業所を対象に実施したアンケート結

果（別紙 平成２８年９月１３日 幼保推進部会資料参照）から，現

時点では必要ないと考えているが，今後の保育士の確保状況などを

踏まえ，必要に応じて検討を行う。

②事業所内保育事業につい

て満３歳以上の受入を可能

とする。

事業所内保育事業について，地域

の実情を踏まえ，満３歳以上の受

入等が可能であることを明確化

する。 

現時点では詳細が不明なため，今後国から取扱いが示された段階で

検討する。

 平成３０年度中に国の対応方針が定められるもの  

項目 内容 本市の対応方針案

①保育所型事業所内保育事

業における連携施設の確保

緩和

保育所型事業所内保育事業について，満３

歳以上の児童を受け入れている場合に連

携施設の確保を不要とする。

全ての保育所型事業所内保育事業において連携施設が確保

できている状況を踏まえつつ，上記 ③とあわせて検討す

る。

②家庭的保育事業者等にお

ける連携施設確保の緩和 

家庭的保育事業等における連携協力項目

のうち３歳児受入について，保育所等に加

え，一定の要件を満たした企業主導型保育

施設又は認可外保育施設も対象とする。

本市では，幼稚園，保育園（所）及び認定こども園により３

歳児の受入先を確保できているため，企業主導型保育施設を

含めた認可外保育施設は連携施設の対象としない。
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＜保育施設＞                       （回答数＝256）

 件数 
回答数に 

占める割合 

無回答を除いた場合の 

回答数に占める割合 

活用すべきである 13 5.1% 5.2% 

条件付きであれば，活用してもよい 20 7.8% 8.0% 

活用すべきでない 168 65.6% 67.5% 

わからない 48 18.8% 19.3% 

無回答 7 2.7%  

＜保育事業所＞  ※小規模保育事業Ａ型のみ実施        （回答数＝55）

件数 
回答数に 

占める割合 

無回答を除いた場合の 

回答数に占める割合 

活用すべきである 8 14.5% 15.4% 

条件付きであれば，活用してもよい 6 10.9% 11.5% 

活用すべきでない 28 50.9% 53.8% 

わからない 10 18.2% 19.2% 

無回答 3 5.5%  

問５－１ 上記の施策Ⅴについて，施設としては，どのようにお考えですか。

    最も近いお考えに一つ○印をご記入ください。選択 

施策Ⅴ 土曜日共同保育の実施可能であることの明確化 

     土曜日の保育の利用が少ない場合について，保育士の勤務環境改善等に資するた

め，近隣の保育園等が連携し，１か所の保育園等で共同保育することが，公定価格の減

額なく可能であることを明確化する。 

別紙（平成２８年度９月１３日　幼保推進部会資料抜粋）
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＜保育施設＞                        （回答数＝256）

問５－１の回答 主な意見（要旨） 

活用すべきである 

条件付きであれば，活用し

てもよい 

・ 土曜日に休暇を取得しやすくなり，勤務環境の改善につながるため 

・ 問題もあるが，職員の勤務環境改善のためにはやむを得ないため 

活用すべきでない ・ 子どもへの負担が大きいため（環境の変化による精神的負担等） 

・ 園によって保育方針の違いがあり，保育の質の確保が難しいと思わ

れるため 

・ 事故のリスクや，発生した場合の責任問題の懸念があるため 

・ 保護者への負担が大きいため（遠方の園への送迎，職員との信頼関

係の構築等） 

・ 職員への負担が大きいため（施設間の連携調整等） 

・ 土曜日の利用者が多く，他園からの受入（他園への受入依頼）は困

難なため 

わからない ・ 子どもへの負担が大きいため（環境の変化による精神的負担等） 

・ 園によって保育方針の違いがあり，保育の質の確保が難しいと思わ

れるため 

・ 職員への負担が大きいため（施設間の連携調整等） 

無回答  ・ 園によって保育方針の違いがあり，保育の質の確保が難しいと思わ

れるため 

＜保育事業所＞                        （回答数＝55）

問５－１の回答 主な意見（要旨） 

活用すべきである 

条件付きであれば，活用し

てもよい 

・ 土曜日に休暇を取得しやすくなり，勤務環境の改善につながるため 

・ 問題もあるが，職員の勤務環境改善のためにはやむを得ないため 

活用すべきでない ・ 子どもへの負担が大きいため（環境の変化による精神的負担等） 

・ 保護者への負担が大きいため（遠方の園への送迎，職員との信頼関

係の構築等） 

わからない ・ 子どもへの負担が大きいため（環境の変化による精神的負担等） 

無回答 ・ 子どもへの負担が大きいため（環境の変化による精神的負担等） 

問５－２ 問５－１の回答理由をご記入ください。記述



31 

＜保育施設＞                         （回答数＝20）

主な意見（要旨） 

・ 職員間の連携（日頃の交流），連携マニュアルの整備を義務付ける 

・ 保育方針が似ている園に限定する 

・ アレルギーや障がいのある子どもの対応を整理できた場合に限定する 

＜保育事業所＞                        （回答数＝6）

主な意見（要旨） 

・ 職員間の連携（日頃の交流），連携マニュアルの整備を義務付ける 

・ 同一法人内の園である場合や，連携施設となっている場合のみに限定する 

＜保育施設＞                         （回答数＝256）

 主な意見（要旨） 

メリット ・ 土曜日に休暇を取得しやすくなり，勤務環境の改善につながる 

・ 環境が変わることで，子どもにとって良い刺激になる 

・ 他園との交流ができる 

デメリット ・ 子どもへの負担が大きい（環境の変化等） 

・ 保護者への負担が大きい（遠方の園への送迎，人間関係の構築等） 

・ 職員の負担が大きい（施設間の連携，人間関係の構築，保護者負担金が施設

間で異なる場合の取扱い等） 

・ 事故のリスクや，発生した場合の責任問題の懸念がある 

・ 個人情報（プライバシー）保護の観点から懸念がある 

＜保育事業所＞                        （回答数＝55）

 主な意見（要旨） 

メリット ・ 土曜日に休暇を取得しやすくなり，勤務環境の改善につながる 

・ 経費（人件費や光熱水費）の節減につながる 

デメリット ・ 子どもへの負担が大きい（環境の変化等） 

・ 職員の負担が大きい（施設間の連携，人間関係の構築，保護者負担金が施設

間で異なる場合の取扱い等） 

・ 保護者への負担が大きい（遠方の園への送迎，人間関係の構築等） 

・ 事故のリスクや，発生した場合の責任問題の懸念がある 

問５－３ 問５－１で「２ 条件付きであれば，活用してもよい」とお答えの場合

のみお答えください。

     どのような条件付けを行えば活用してもよいか，お考えをご記入くださ

い。選択

問５－４ 仮に活用することとした場合，どういった影響（メリット・デメリット）

があると考えられますか。お考えをご記入ください。記述
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＜保育施設＞                        （回答数＝255）

主な意見（要旨） 

・ 子どもに安全な保育を提供するという視点が抜けている。利用者の視点から対応を検討すべき

である（特に乳児，アレルギー，障害児への対応への懸念等を含む）

・ 土曜日は，家庭保育が対応可能な保護者については，家庭で子どもと過ごすようにしてほしい

（土曜保育が必要な家庭のみに限定する）

・ 土曜日は休園を原則とし，開園する園については給付費加算や補助の対象とする

・ 土曜日を利用する保護者と，利用しない保護者で，保育料に差をつける

・ 複数の園での共同保育は，保育内容のすり合わせや個々の子どもの状況の把握といった調整が

大変で，かえって職員の負担が増大する

・ 土曜保育のあり方を見直すべき

＜保育事業所＞                        （回答数＝55）

主な意見（要旨） 

・ 子どもに安全な保育を提供するという視点が抜けている。利用者の視点から対応を検討すべき

である（特に乳児，アレルギー，障害児への対応への懸念等を含む）

・ 園の負担軽減になるか疑問

問５－５ その他，施策Ⅴに対するご意見がありましたら自由にご記入ください。

記述


